
別添様式

質　疑　応　答　書

件名

Ａ

回   　　   答（仙台市記入欄）

1

各施設の現在の電力供給会社　及び　現在の計量日を教
えてください。

電力会社は「日本エネルギー総合システム㈱」、検針
日は仕様書のとおり「毎月１日」です。

2

各施設について、自動検針装置はついていますか。 設置しております。

3

各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。
ある場合は契約電力(ｋｗ)、使用予定期間を教えてくだ
さい。

自家発補給電力の契約はありません。

4

今回の入札について融雪用電力の契約は含まれておりま
すでしょうか。

融雪用電力の契約は含まれておりません。

5

融雪設備等は設置されていますか。 設置しておりません。

6

入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。 入札説明書「10 入札及び開札方法等(９)ウ」に記載
のとおりです。

7

入札額の算定時の力率について、力率１００％で算定し
てよろしいでしょうか。（力率割引を考慮する）

仕様書に記載のとおりです。

8

入札金額の積算につきまして、基本料金及び電力料金の
単価は税込、税抜どちらになりますでしょうか。

税込です。なお、入札金額の積算にあたっては入札説
明書と一緒に仙台市ホームページに掲載しているエク
セルデータ「入札金額積算内訳書」をご使用くださ
い。

質  　問  　事  　項
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9

入札時の算定方法について、内訳書等に記載のない端数
処理につきましては下記の端数処理方法にて算出して問
題ございませんでしょうか

A：基本料金＝契約電力×単価×力率（小数点以下第3位
は切り捨て、小数点第２位までは保持）
B：電力量料金＝使用電力量×単価（小数点以下第3位は
切り捨て、小数点第２位までは保持）
C：燃料費等調整（燃料費調整単価＋市場価格調整単
価）＝使用電力量×単価（小数点以下第3位は切り捨
て、小数点第２位までは保持）
D:再エネ賦課金＝使用電力量×単価（小数点以下第3位
は切り捨て、小数点第２位までは保持）
※C・Dについては入札時に含む場合のみ
E：月額合計＝各月A～D合算（小数点以下切捨て）

計算過程における端数処理方法の指定はありません
が、入札金額の積算にあたっては入札説明書と一緒に
仙台市ホームページに掲載しているエクセルデータ
「入札金額積算内訳書」をご使用ください。また、契
約は上記内訳書に記載された単価に基づきます。

10

税込総額→税抜総額にする際　円未満切上として処理し
て問題ございませんでしょうか。

入札金額は「税込総額」です。

11

弊社では環境配慮の観点より、紙請求書については廃止
となっております。電子請求書でのご対応は可能でしょ
うか。
また、電子請求書について協議可能でしょうか。

可能ですが、請求書は以下を確認できることが必要で
す。
①請求者（住所、氏名（法人は法人名及び代表者の肩
書・氏名））②請求先（仙台市宛であることが確認で
きれば可）③請求の内容（件名）④請求金額（インボ
イス対応）⑤請求年月日 ⑥振込口座の情報

12

お客さまにはお客さま専用Webページにて電子請求書及
びご使用量等検針結果をご確認頂くことになりますが、
問題ありませんでしょうか。（Webからダウンロード）

問題ありません。

13

発行される請求書につきましてはすべて【税込】単価の
記載となりますがご了承いただけますでしょうか。

問題ありません。

14

契約書に記載の契約単価も【税込】単価とさせていただ
きますがご了承いただけますでしょうか。

問題ありません。

15

請求書の支払い期限は請求書受領後30日以内に振込とな
ります。（年度末でも同様）ご承諾いただけますでしょ
うか。

電力需給契約書（案）第11条第３項のとおりです。



16

弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して
個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただ
けますでしょうか。（自動販売機・施設内の売店等）

問題ありません。

17

弊社の請求書は、原則、確定版請求書を翌月7営業日

夕方より順次掲載致します。ご了承いただけますでしょ

うか。

問題ありません。

18

燃料費調整単価について弊社では請求金額算出にあたり
「みなし一般電気事業者」の燃料調整費算出式、及びそ
の算出式を用いた燃料調整費単価を適用しております。
ご了承いただけますでしょうか。

燃料費等調整額については、電力需給契約書（案）第
９条のとおりです。

19

発行される請求書につきまして「燃料費調整単価」「市
場価格調整単価」の項目は分かれず合計値で「燃料費調
整額」と表記される形となりますが問題ありませんで
しょうか。

問題ありません。

20

当該地域を管轄する電力会社（一般送配電事業者を含
む）による「制度変更」等の変更が行われた場合、「世
界情勢や金融・燃料費変動によって入札時との状況の変
化が発生した」事により、協議に応じていただくことは
可能でしょうか。

応札額の変更はできません。契約後の変更について
は、電力需給契約書（案）の条項に基づき協議しま
す。

21

契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び
予定はございますか(500kW以上の協議制契約の場合）併
せて、契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄
エリア電力会社様の承認が必要となりますため、ご希望
に添えない場合がございます。また、入札時の算定条件
と異なることになるため、弊社からあわせて単価変更の
ご提示と協議をご依頼する場合がございます。ご了承く
ださい。

契約電力は仕様書のとおりです。

22

契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設について
は、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場
合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者
に却下される可能性がございます。その場合は超過した
契約電力でのご契約となりますがご了承いただけますで
しょうか。

仕様書記載の契約電力での契約とします。万が一、仕
様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却
下された場合には、落札者と契約電力の変更について
協議します。

23

契約電力が１施設で500kW以上（協議制）の施設につい
て、今現在の契約電力と直近1年間の最大需要電力の実
績値をご教示願います。
例：契約電力：〇〇kW　最大需要電力実績：2024年１月
〇〇kW

契約電力：900ｋＷ
最大需要電力：2025年９月　742ｋＷ

24

上記質問にて記載いただいている契約電力と仕様書に記
載の契約電力に相違がある場合、仕様書の契約電力での
ご契約が必須となりますでしょうか。

仕様書記載の契約電力での契約とします。万が一、仕
様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却
下された場合には、落札者と契約電力の変更について
協議します。



25

電気利用者の利益保護の観点及び使用状況等確認させて
いただくため、弊社が落札させていただいた場合、「直
近1年分の30分値データ」をエクセルデータにてご提供
をお願いしております。ご対応いただけますでしょう
か。

30分値データの検針・記録等行っておりませんので、
提供はできません。

26

30分値データ等をお持ちでなく提供ができない方　落札
時に「３０分値データ取得についての同意書」へご捺
印・ご提出いただくことは可能でしょうか。

落札後の対応は可能です。

27

当該同意書をご提出いただくことにより、広域機関から
弊社へ貴施設30分値データを提供いただくことが可能と
なります。こちらも問題ございませんでしょうか。（落
札後の対応）

№26のとおりです。

28

契約書締結までの１０日と記載がありますが、こちらは
両印のある契約書が双方に届くまでの期間になりますで
しょうか。

入札説明書「16 契約書の作成」に記載のとおりで
す。

29

施設において建築・増築にかかる移転はありますでしょ
うか。

契約期間内で増築等の予定はありません。

30

供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事
や設備工事（設置・撤去を含む）のご予定はありますで
しょうか。

予定はありません。

31

契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込に関し
ましては工事予定日2か月前までに弊社と協議をおこ
なっていただくことをご了承いただけますでしょうか。

問題ありません。

32

開札結果について公開方法・範囲を教えていただけます
でしょうか。
あるいは開札結果を開札日(あるいは翌日)に電話かメー
ル等でご連絡は可能でしょうか。

郵送による入札者が落札者となった場合には、開札日
当日に電話にて連絡します。
落札公告は、落札者決定から72日以内に仙台市ホーム
ページに掲載します。また、開札日翌日以降、電話で
のお問い合わせにも対応します。

33

落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認し
たく、最新請求書１ヶ月分の写しをご提出は可能でしょ
うか。

落札後の対応は可能です。



34

落札後仮に契約書の修正（覚書等を含む）が必要な事項
が発生した場合に協議可能となりますでしょうか。

可能です。

35

※入札説明書、仕様書等すでにご記載の内容に関する質
問もございますが、確認のため今一度ご教示いただけま
すと幸いです。お手数おかけしますがよろしくお願いい
たします。

注１　この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にの

      み提出して下さい。

注２　提出期間を過ぎた場合は,受理しません。

注３　回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。



別添様式

質　疑　応　答　書

件名

Ｂ

回   　　   答（仙台市記入欄）

1

燃料費等調整に関しまして、お尋ねいたします。
弊社では、料金単価の変動をもたらす燃料費等調整の仕
組みを導入していないため、
燃料費等調整が必須の場合は入札に参加することができ
ません。
弊社のような事業者が応札に参加することは可能でしょ
うか。

※契約期間中に燃料市場等の高騰があった場合でも、弊
社から値上げをお願いすることはございません。
また、政府による割引（激変緩和処置等）が発生した際
には、適切な額を請求額に適応させていただいておりま
す。
燃料費等調整を行わないことで燃料市況や市場価格の変
動リスクを抑えられるだけでなく、請求金額が安定(固
定化)し、予算管理等にもお役立ていただけるものと考
えております。

各月の請求は燃料費等調整を含めることが必須です。
応札いただいた場合は、本契約内容に対応可能である
と判断します。

注１　この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にの

      み提出して下さい。

注２　提出期間を過ぎた場合は,受理しません。

注３　回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。

質  　問  　事  　項

仙台市役所本庁舎電力需給

   整理番号
 (仙台市記入欄)



別添様式

質　疑　応　答　書

件名

Ｃ

回   　　   答（仙台市記入欄）

1

仕様書および電力需給契約書（案）に定めのない事項について
は、弊社供給条件および料金表によるものとなります。ご了承い
ただけますでしょうか。
また、弊社落札の際、電力需給契約書（案）においても上記の内
容へ記載をご変更いただけますでしょうか。
仕様書につきましても、電力需給契約書（案）に合綴する場合は
同様に変更いただくことは可能でしょうか。

変更は認めません。仕様書および電力需給契約書
（案）に定めのない事項については、協議を行う場合
に各小売電気事業者が定める統一約款等を参照し、優
先するよう努めます。

2

弊社供給条件ではお支払期日は「支払い義務発生日の翌日から起
算して30日以内」と定めております。支払義務発生日とは、弊社
が定例検針日を考慮してあらかじめ定めた日となります。
ご了承いただけますでしょうか。
また、弊社落札の際、電力需給契約書（案）においても上記の内
容へ記載をご変更いただけますでしょうか。

変更は認めません。電力需給契約書（案）第11条第３
項のとおりとします。

3

遅延利息について弊社の供給条件では、「その算定の対象となる
料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの
割合を乗じて算定してえた金額」と記載されております。
ご了承いただけますでしょうか。
また、弊社落札の際、電力需給契約書（案）においても上記の内
容へ記載をご変更いただけますでしょうか。

変更は認めません。電力需給契約書（案）第11条第４
項のとおりとします。

4

消費税または、一般送配電事業者が託送料金の改定に伴う値上
げ、値下げを行った際に、その改定分の契約単価変更を行います
がよろしいでしょうか。

電力需給契約書（案）に基づき協議します。

5

入札説明書10（12）と同様、仕様書や電力需給契約書（案）に記
載されている燃料費調整額には、市場価格調整額と離島ユニバー
サルサービス調整額が含まれているという認識でよろしいでしょ
うか。
（弊社落札後、東北エリアを管轄する旧一般電気事業者と同様
に、燃料費調整額と合わせて市場価格調整額と離島ユニバーサル
サービス調整額をご請求いたします）

問題ありません。

6

今現在の契約電力と直近１年間の最大需要電力の実績値をご教示
いただけますでしょうか。
（例：契約電力：〇〇kW 最大需要電力実績：2024年１月〇〇
kW）

契約電力：900ｋＷ
最大需要電力：2025年９月　742ｋＷ

7

弊社では納付書（請求書）払い、もしくは口座振替（口座引き落
とし）となります。
どちらに対応可能でしょうか。また、取引先銀行はどちらになり
ますでしょうか。

口座振替の対応は致しかねます。納付書（請求書）を
お送りいただき、貴社の指定口座へ振り込む対応は可
能です。

8

今回の入札に関しまして、落札金額等の公表は公報等で実施され
る予定でしょうか。
もし公表される場合には、弊社といたしましては「総額以外の詳
細単価」につきましては公表をお控えいただきたく存じます。
ご了承いただけますでしょうか。

落札者決定から72日以内に仙台市ホームページに落札
公告を掲載します。
なお、公表する金額は落札金額（総額）です。

9

検針結果はweb上でご確認いただくことは可能でしょうか。 可能です。

注１　この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にの

      み提出して下さい。

注２　提出期間を過ぎた場合は,受理しません。

注３　回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。

仙台市役所本庁舎電力需給

質  　問  　事  　項

   整理番号
 (仙台市記入欄)



別添様式

質　疑　応　答　書

件名

Ｄ

回   　　   答（仙台市記入欄）

1

当該供給地点の供給管区を確認するため、下記について
ご教示いただけますでしょうか。

①当該供給地点を管轄する一般送配電事業者（旧一般電
気事業者）

②請求書等に記載のある供給地点特定番号の先頭2桁

①一般送配電事業者名：東北電力ネットワーク㈱
②供給地点特定番号(先頭2桁)：02

2

提出する書類の日付は提出日でよろしいでしょうか。ま
た、入札書の日付のご指定（例：開札日）等はございま
すか。

入札説明書「10 入札及び開札方法等(９)ウ」に記載
のとおりです。

3

自家発補給電力の契約はありますか。 自家発補給電力の契約はありません。

4

現在の契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力と異な
る場合、協議制となり落札後に明確な根拠を提出して頂
きますが可能でしょうか。
(頂きました根拠が不十分だった場合、ご希望に沿えな
い可能性がございます。)

可能です。

5

現在の契約電力と直近12か月分の最大需要電力を教
えていただけますでしょうか。
最大需要電力の実績が現在の契約電力を超過してい
る場合、最大値に合わせて契約電力の超過是正を行
う予定はありますか。

契約電力：900ｋＷ
最大需要電力：2025年９月　742ｋＷ

6

契約電力が1 施設で500kW 以上（協議制）の施設につい
ては、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場
合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者
に却下される可能性がございます。
その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご
了承いただけますでしょうか。
また、その際契約単価の変更協議には応じていただけま
すでしょうか。

仕様書記載の契約電力での契約とします。万が一、仕
様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却
下された場合には、落札者と契約電力の変更について
協議します。

質  　問  　事  　項

仙台市役所本庁舎電力需給

   整理番号
 (仙台市記入欄)



7

供給開始後に最大需要電力が契約電力を超過した場
合、一般送配電事業者の指示のもと、超過金の支払
いではなく契約電力の超過是正をいたします。（超
過是正については弊社で決定するものではなく、一
般送配電事業者の指示のもと対応すべき事項で
す。）その際、契約単価の変更が生じますが問題ご
ざいませんでしょうか。

電力需給契約書（案）第４条に基づき協議します。

8

予備電力のご契約はございますでしょうか。ある場合、
予備電源と予備線のどちらになりますでしょうか。

予備電力の契約はありません。

9

弊社では電気料金のお支払は、振込、口座振替となり、
振込みの場合振込手数料はお客様負担をお願いしており
ますがご了承いただけますでしょうか。
また、弊社では料金算定期間の翌月末日までを支払期日
としております。ご了承いただけますでしょうか。

問題ありません。

10

①紙の請求書の発行は必要でしょうか。
なお、請求書はWEB上のマイページにてご確認およびダ
ウンロードいただけます。

②発行が必要な場合、発行手数料（330円）はお客様負
担をお願いしておりますがご了承いただけますでしょう
か。

Webによる請求書の対応が可能です。ただし、請求書
は以下を確認できることが必要です。
①請求者（住所、氏名（法人は法人名及び代表者の肩
書・氏名））②請求先（仙台市宛であることが確認で
きれば可）③請求の内容（件名）④請求金額（インボ
イス対応）⑤請求年月日 ⑥振込口座の情報

11

請求書発行について、弊社では毎月7営業日頃の発送と
なっておりますが了承いただけますでしょうか。

問題ありません。

12

現在の計量日をご教示ください。 検針日は仕様書のとおり「毎月１日」です。

13
送電開始日と現在の計量日が相違している場合、弊社と
契約後の計量日は毎月1日となる可能性がございます。
ご了承いただけますでしょうか。

問題ありません。

14

電気料金の計算は需要場所単位に行います。需要場所に
会計主体の異なるテナント等があっても、電気料金を分
割して計算、ご請求することはできませんが、よろしい
でしょうか。

問題ありません。

15

電気料金は、一施設毎に請求書通りの金額でお支払いい
ただけるという認識でよろしいでしょうか。（１枚の請
求書に対し複数から支払われるということはありません
でしょうか）複数からのお支払が発生する場合、事前に
お支払金額の内訳を通知いただくことは可能でしょう
か。

問題ありません。



16

請求時の基本料金の算定方法について、弊社では
（基本料金単価×契約電力）＋力率割引・割増相当
額
により算定しております。基本料金および力率割引
については個別に計算しますが、力率割引の考え方
は旧一般電気事業者の定義と同じです。
例）力率が100％の場合、基本料金を15％割引しま
す。
上記算定方法にてご了承いただけますでしょうか。

落札決定後に協議します。

17

自動検針装置はついていますか。未設置の場合供給開始
までに日数を要します。落札後に未設置が発覚した場合
開始申込の希望開始ができない可能性もございますので
ご注意ください。

設置しております。

18

仮に弊社が落札した場合、契約書の内容および契約書に
記載がない事柄について協議いただくことは可能でしょ
うか。契約書の内容を変更することが難しい場合、協議
内容について別途覚書を締結することは可能でしょう
か。

可能です。

19

入札書と内訳書につきまして、割印、ホッチキス留めな
ど、指定はありますか。
また、郵送提出の際、入札書、内訳書を封入した内封筒
と、郵送用の外封筒での二重封筒で提出する必要はあり
ますでしょうか。

割印、ホッチキス留め等は必要ありません。
郵送提出については、入札説明書「10 入札及び開札
方法等(11)」に記載のとおりです。

20

入札金額を算出する際、下記の認識でよろしいでしょう
か。
・基本料金及び電力量料金の各単価には消費税および地
方消費税を含むことができる。
・基本料金および電力量料金は端数処理を行わず小数点
第二位まで含むことができる。
・各月の基本料金と電力量料金の合計額に1円未満の端
数が生じたときは、月ごとにその端数を切り捨てる。
・1年間の総額（税込）より入札金額（税抜）を算出す
る際、1円未満の端数を切り上げる。

①各単価には消費税及び地方消費税相当額を含めてく
ださい。
②③計算過程における端数処理方法の指定はありませ
んが、入札金額の積算にあたっては入札説明書と一緒
に仙台市ホームページに掲載しているエクセルデータ
「入札金額積算内訳書」をご使用ください。また、契
約は上記内訳書に記載された単価に基づきます。
④入札金額は消費税込み総額入れです。

21

入札書と内訳書およびその他提出書類について、Excel
もしくはWordデータでいただくことは可能でしょうか。
不可の場合、任意様式で作成しても良いですか。

任意様式での作成は不可です。内訳書については、入
札説明書と一緒に仙台市ホームページに掲載している
エクセルデータ「入札金額積算内訳書」をご使用くだ
さい。入札書・委任状については下記のページに掲載
しております（入札書記載の消費税の取扱いに関する
文言は削除しご使用ください）。
ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロー
ド > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス >
契約・入札

22

弊社が落札した場合に、弊社独自の算定方法に基づき、
燃料費調整額（電源調達調整単価）を算出することは可
能でしょうか。

燃料費等調整額については、電力需給契約書（案）第
９条のとおりです。



23

①弊社が契約に至った場合、入札時点の約款に基づく燃
料費等調整額の算定諸元を契約満了まで適応させていた
だきますが、ご了承いただけますか。

②ご了承いただけない場合、旧一般電気事業者が、契約
期間中に燃料費等調整額の算定諸元を変更した際には、
旧一般電気事業者が新たに設けた算定諸元を適応いたし
ますが、その際に契約単価の見直し協議は可能でしょう
か。

①②燃料費等調整額については、電力需給契約書
（案）第９条のとおりです。

24

上記②に関して、旧一般電気事業者の約款は、「契約開
始時点のもの」と「毎月のご請求時点のもの」のどちら
が適用されますでしょうか。

燃料費等調整額については、電力需給契約書（案）第
９条のとおりです。

25

燃料費調整額が発生しない（請求を行わない）料金制度
での応札、契約締結は可能ですか。

不可です。各月の請求は燃料費等調整を含めることが
必須です。

26

落札業者は開札日に決定いたしますでしょうか。開札日
に確認ができない場合、何月何日までに確認可能かご教
示ください。

開札日に決定する予定です。開札日に決定しない場合
の確認可能時期は、現時点で回答出来かねます。

27

入札金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請求
時には基本料金、電力量料金（燃料費等調整額がある場
合はそれを含む）は小数点第２位まで保持し、再生可能
エネルギー発電促進賦課金および合計金額は円未満切り
捨て、契約単価は税込みとさせていただきますがよろし
いでしょうか。

電気料金の計算については、電力需給契約書（案）第
６条のとおりです。

28

落札後、またはご契約中に、一般送配電事業者による託
送料金や損失率の変更があった場合には、それに伴い、
ご契約の電気料金単価に相当分を上乗せさせていただく
ことがございます。この上乗せ分はすべて一般送配電事
業者に支払われるものであり、当社の利益にはなりませ
ん。ご了承いただけますでしょうか。

電力需給契約書（案）の条項に基づき協議いたしま
す。

29

複数需要場所の合算請求書の発行は対応できかねますが
ご了承いただけますでしょうか。

問題ありません。

30

計量結果の報告および検査について、弊社では計量結果
の報告を別途行うといった対応は行っておりません。ご
利用の内訳が記載されております電気料金請求書及び請
求確定後にマイページより確認できる請求データにより
ご確認・ご対応いただけますでしょうか。また、検査後
の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承願
います。

問題ありません。



31

落札者が決まらず２回目以降の入札が行われる場合は辞
退させていただきたく考えております。その場合の初度
入札書提出時に２回目入札の辞退届の提出をあらかじめ
する必要はありますでしょうか。辞退届が必要な場合の
様式等もご教示いただけますでしょうか。

２回目入札辞退の場合において、辞退届の提出は不要
です。

32

契約書の提出期限や、締結日の期限はございますでしょ
うか。契約内容確定後、社内決裁・製本・押印・発送等
のお時間を頂戴することになるため、指定の日数がある
場合そちらの日程での提出ができかねる可能性がござい
ます。その場合、提出日の延長について協議いただくこ
とは可能でしょうか。

入札説明書「16 契約書の作成」に記載のとおりで
す。

33

発行される請求書につきまして「燃料費調整単価」「市
場価格調整単価」の項目は分かれず合計値で「燃料費等
調整額」と記載される形となりますが問題ございません
でしょうか。

問題ありません。

34

市場連動、または市場連動を含むプランでの応札は可能
でしょうか。

不可です。

35

市場連動プランでの応札が可能な場合、以下、ご回答を
お願いいたします。
①市場連動プランは、一般的な固定単価の設定ではな
く、日々の市場を元に単価が変動する契約です。固定単
価の請求項目とは異なりますが、問題ありませんか。
②内訳書は指定のものでは項目が不足しているため、任
意様式でよろしいでしょうか。
③従量料金単価に用いるエリアプライスについて、期間
の指定はございますか。期間の指定がある場合、該当期
間の30分値データをご共有いただけますか。
④一部の契約単価は年度によって異なりますがよろしい
でしょうか。

№34のとおりです。

36

入札書はペンまたはボールペンを使用とございますが、
印字したものでも問題ございませんでしょうか。

問題ありません。

37

①　仕様書3.その他（2）について、「料金の算定上必
要な計量器及びその付属装置等は，すべて受注者の負担
において取付けること。」とありますが、
料金の算定上必要な計量機器類及びその付属装置等につ
いては当該区域の一般送配電事業者の持ち物となり、弊
社では負担できかねます。
こちらについては、一般送配電事業者の負担において実
施するという認識でよろしいでしょうか。

②　同じく仕様書その他(2)に記載のある計量機器以外
の費用についても弊社では負担できかねます。ご了承い
ただけますでしょうか。

①②受注者の所有する発電設備等に故障や障害が生じ
た場合の対応は仕様書のとおりとします。また、受注
者には電力需給契約書（案）第１条第２項及び安定供
給確約書に基づき、契約期間中の電力の安定供給に努
めていただきます。



38

別紙1及び2に記載の契約電力につきまして、実績は
900kWとなっておりましたが、予定には800kWと記載がご
ざいました。切り替えと同時に契約電力の減少をご希望
という認識でお間違いないでしょうか。

ご認識の通りです。

39

上記の質問に関して、契約電力を減少される理由をご教
示いただけますでしょうか。

過去２年間の最大需要電力(2024年７月[741kW]、2025
年９月[742kW])を鑑み、今後改修等により電力需要が
増える見込みがないことから、契約電力を減少するも
のです。

40

契約後の申請の結果、一般送配電事業者から契約電力の
減少が認められない可能性もございます。その場合は
900ｋWでの契約となるため、入札時の条件と異なりま
す。その場合には単価変更の協議は可能でしょうか。

仕様書記載の契約電力での契約とします。万が一、仕
様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却
下された場合には、落札者と契約電力の変更について
協議します。

41
入札書に記載する金額は税込でお間違いないでしょう
か。

ご認識のとおりです。

42

郵便で入札に参加する場合、配達証明付き書留郵便のみ
認められますか。簡易書留など、追跡ができる形式であ
れば問題ないですか。

入札説明書「10 入札及び開札方法等(11)」に記載の
とおりです。

43

郵送で入札書を提出する場合は下記の書類を提出すると
いう認識でお間違いないでしょうか。
・一般競争入札参加資格認定通知書
・入札書
・入札金額積算内訳書
・入札用封筒
(身分を確認できるものの書類の同封は不要でしょう
か。)

郵送提出については、入札説明書「10 入札及び開札
方法等(11)」に記載のとおりです。

注１　この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にの

      み提出して下さい。

注２　提出期間を過ぎた場合は,受理しません。

注３　回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。



別添様式

質　疑　応　答　書

件名

Ｅ

回   　　   答（仙台市記入欄）

1

※燃料費等調整について
・落札後の契約時において燃料調整を行わないプランで
ご契約することは可能でしょうか。

不可です。各月の請求は燃料費等調整を含めることが
必須です。

2

※燃料費等調整について
現行（公告時点）の燃料費等調整の算定諸元をご契約満
了まで適用させていただくことは可能でしょうか（通常
プランの場合）

電力需給契約書（案）第９条のとおりです。

3

入札書と入札内訳書は割印をする必要はございません
か。また、ホチキス止め・袋とじ・書類を重ねた状態で
ずらして押印など、ご指示はございますでしょうか。

割印、ホッチキス留め、袋とじ等は必要ありません。

4

弊社請求書様式として燃料費調整単価と市場価格調整単
価は合算され燃料費等調整単価として表示されますので
ご了承いただけますか。

問題ありません。

5

弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書を廃止し、完
全電子化へ移行いたしました。
お客さまにはWEB上の『お客様ページ』にて請求書（施設
ごとの内訳書アリ）を確認・ダウンロード・印刷して頂
くことになりますが、ご了承いただけますでしょうか。
また検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせ
ていただいております、毎月の受電月報（30分データ）
の提供は、WEBからのダウンロードにて可能ですのでよろ
しくお願いします。

Webによる請求書の対応が可能です。ただし、請求書は
以下を確認できることが必要です。
①請求者（住所、氏名（法人は法人名及び代表者の肩
書・氏名））②請求先（仙台市宛であることが確認で
きれば可）③請求の内容（件名）④請求金額（インボ
イス対応）⑤請求年月日 ⑥振込口座の情報

6

銀行振込により振込手数料が発生した場合、
民法第484条、第485条の「持参債務の原則」に基づき該
当手数料は振込者のご負担となります。
予めご了承願います。

問題ありません。

7

契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備お
よび引き込み位置の移設・変更、受電設備の新設など、
電力の契約に影響するような工事予定がある場合、工事
内容を教えてください

予定はありません。

8
SW切替の際必要となりますので、現在の供給者を教えて
いただけますでしょうか。

「日本エネルギー総合システム㈱」です。

9
スマートメータは設置されていらっしゃいますでしょう
か。

設置しております。

10
今回の供給開始時において契約電力を変更される予定は
ありますか。

契約電力は仕様書のとおりです。

11
現在の契約電力をご教示ください。 900ｋＷです。

12
契約内容に関する協議にはご対応いただけますでしょう
か。

可能です。

質  　問  　事  　項

仙台市役所本庁舎電力需給

   整理番号
 (仙台市記入欄)



13

契約締結期限の記載がございましたが、こちらは必須で
しょうか。
契約内容確定後、社内決済・製本・押印・発送等お時間
を頂戴することとなりますが
契約締結日をご指定内にて締結すれば問題ございません
でしょうか。

入札説明書「16 契約書の作成」に記載のとおりです。

14

第２条（権利義務の譲渡等の禁止）
下記文言の追記をお願いできますでしょうか。
➡ただし、発注者の承諾を受けた場合、若しくは、信用
保証協会又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政
令第３５０号）第１条の４に規定する金融機関に対して
売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。

追記は認めません。電力需給契約書（案）第２条のと
おりです。

15

第５条（使用電力量の計量）
計量日に関する記載がございますが下記文言に変更をお
願いできますか。
『計量は毎月1日午前0:00に～』

電力需給契約書（案）第５条と同義のため、変更は認
めません。

16

第２０条（契約外の事項）
定めのない事項に付き協議を行う際に
『受注者の電力需給約款参照の上』を追記お願いできま
すか。

追記は認めません。約款については入札説明書「18 契
約条項」に記載のとおりです。

17

第〇条　（違約金・・）
発注者の責に帰すべき事由により発生する違約金につい
ての記載がございませんので、下記文言を参考に条項の
追加をお願いできますでしょうか。
『発注者の責に帰すべき事由により本契約が解除された
場合には、発注者は、当該日から契約期間満了の日まで
に係る予定使用電力量に、第●条に定める契約金額(電力
量料金単価)を乗じた額に、第●条に定める基本料金を加
算した額の10分の1に相当する額を違約金として受注者の
指定する期間内に支払わなければならない。』

追記は認めません。当該事由が発生した場合は、電力
需給契約書（案）第20条に基づき協議します。

18

第〇条　（・・力率割引に関する記載条項・・）
こちらの内容について追記は可能でしょうか。
力率は需要場所ごとに、その一月のうち毎日午前８時か
ら午後１０時までの時間における平均力率とする。平均
力率が８５パーセントのときは、電気料金積算内訳書の
基本料金とし、８５パーセントを上回る場合は、その上
回る１パーセントにつき、基本料金を１パーセント割引
し、８５パーセントを下回る場合は、その下回る１パー
セントにつき、基本料金を１パーセント割増しする。

追記は認めません。電力需給契約書（案）第８条のと
おりです。

19

契約単価については、需要場所を管轄する一般送配電事
業者が適用する託送料金(送配電ネットワーク利用料)を
含むため、これらの料金に改定があった場合には、同額
分の増減を基本料金単価および従量料金単価に反映する
見直しを行うことについて、ご同意いただけますでしょ
うか

電力需給契約書（案）の条項に基づき協議します。

注１　この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にの

      み提出して下さい。

注２　提出期間を過ぎた場合は,受理しません。

注３　回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。



別添様式

質　疑　応　答　書

件名

Ｆ

回   　　   答（仙台市記入欄）

1

＜入札金額に関して＞
　入札金額に国の負担軽減策は含めない認識でよいか。

【該当箇所】
　入札説明書-10「入札及び開札方法等」(12)

ご認識のとおりです。

2

＜入札仕様に関して＞
　燃料費調整額を適用しないメニューでの応札も可能
か。

【該当箇所】
　電力需給契約書-第９条
　仕様書-(10)料金制度

不可です。各月の請求は燃料費等調整を含めることが
必須です。

3

＜契約電力の変更について＞
　契約電力の変更は、入札時に示された前提条件の変更
を意味する。当社は仕様書に基づき入札価格を決定して
いるため、前提条件の変更による契約単価の変更を発注
者の一方的な申し出により容認することはできない。
ついては、契約電力および契約単価の変更については、
発注者・受注者双方の協議・合意を要件とするよう、下
記のとおり電力需給契約書の条文修正を要望する。

（電力需給契約書修正案）
  『第４条　契約電力を変更する必要があると認めると
きは、発注者と受注者が協議の上、変更するものとす
る。
この場合において、契約単価の変更についても、発注者
と受注者が協議し、合意した場合に限り変更できるもの
とする。』

【該当箇所】
　電力需給契約書-第４条

修正は認めません。契約電力の変更に基づく契約単価
の変更については、発注者の判断（必要があると認め
られるとき）により行われ得るものですが、その前提
となる契約電力の変更自体は、発注者・受注者双方の
協議および合意を要件としております。
したがって、発注者の一方的な申し出により契約電力
が変更され、これに伴い契約単価が変更されるもので
はないと考えております。

4

＜契約電力超過について＞
　契約電力超過金の支払いについて，交渉の結果として
その要否が決定されるものではないため，電力需給契約
書の協議にかかる部分を削除していただきたい。

（電力需給契約書修正案）
『発注者が前項の規定によらないで契約電力を超えて電
気を使用した場合には，超過金の支払いについ
て発注者と受注者とが協議を行い，超過金の支払が適当
であると認められたときは，発注者は，受注者の請求に
より下記の超過金を支払うものとする。』
【該当箇所】
　電力需給契約書-第４条

削除は認めません。超過金の支払いは、契約電力超過
の経緯等を確認・協議したうえで判断すべきものであ
るため、協議に関する記載の削除には応じかねます。

質  　問  　事  　項

仙台市役所本庁舎電力需給

   整理番号
 (仙台市記入欄)



5

＜契約電力超過について＞
　契約電力の超過に関して，一般送配電事業者は契約上
ご使用いただける最大電力にもとづき供給設備を準備
し，安定的な電気の供給を図っている。したがって，契
約電力を超えて電気をご使用された場合には，すみやか
に契約電力を変更していただくことを電力需給契約書に
規定していただきたい。

（電力需給契約書修正案）
『発注者が契約電力をこえて電気を使用する等，本契約
が電気の使用状態に比べて適正でないと認められる場合
には，甲・乙は本契約をすみやかに適正なものに変更す
る。』
【該当箇所】
　電力需給契約書-第４条

修正は認めません。契約電力超過の対応は、超過の経
緯等を確認・協議したうえで判断すべきものであるた
め、発注者・受注者双方の協議および合意による原案
のままとします。

6

＜使用電力量の計量について＞
　実際の計量業務は託送供給等約款に基づき、一般送配
電事業者が実施するものである。一般送配電事業者は、
託送供給等約款に定める方法・タイミング以外での計量
は行わないため、受注者が独自に計量日や計量方法を設
定することはできない。
　ついては、本条の計量方法および計量日の規定につい
て、託送供給等約款に基づく一般送配電事業者の計量結
果をもって使用電力量とする旨、条文修正を要望する。

（電力需給契約書修正案）
  『計量は，託送供給等約款等に基づき，一般送配電事
業者が毎月一定の日に，各月ごとに行なう。
２　受注者は，一般送配電事業者から使用電力量等を受
領し，後日，電気通信回線等を通じて発注者に通知する
ものとする。』

【該当箇所】
　電力需給契約書-第５条

原案においても取扱いに支障は生じないと判断するた
め、修正は行いません。実務上、必要がある場合は、
電力需給契約書（案）の条項に基づき協議します。

7

＜使用電力量の計量について＞
　通知方法は，WEBサイト上のみとなるが問題ないか。

【該当箇所】
　電力需給契約書-第５条

問題ありません。

8

＜料金の計算について＞
　端数処理について，以下のとおりとなるが問題ない
か。
　①基本料金　　：銭未満切り捨て
　②電力量料金　：銭未満切り捨て
　③燃料費調整額：銭未満切り捨て
　④再エネ賦課金：円未満切り捨て
　→①～④を合計し，円未満切り捨て。

【該当箇所】
　電力需給契約書-第６条

電力需給契約書（案）第６条のとおりです。



9

＜料金の計算について＞
　電力需給契約書の現行案では「基本料金単価×契約電
力×（1.85－力率/100）」とされているが、実際の基本
料金の計算は以下の通りである。

　・基本料金：基本料金単価×契約電力
　・力率割引および割増：上記基本料金に対し、力率が
85％を上回る場合は、その上回る1％につき1％割引、
85％を下回る場合は、その下回る1％につき1％割増
ついては、下記の通り条文修正を要望する。

（電力需給契約書修正案）
　２　前項の基本料金は、次により算出する。
　　　基本料金単価×契約電力
　３　力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1
パーセントにつき、前項の基本料金を1パーセント割引
し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセン
トにつき、前項の基本料金を1パーセント割増しする。

【該当箇所】
　電力需給契約書-第６条

修正は認めません。電力需給契約書（案）第６条及び
第８条のとおりとします。実務上、必要がある場合
は、電力需給契約書（案）の条項に基づき協議しま
す。

10

＜契約単価の変更について＞
　電力需給契約書（案）第10条に関し「法令の改正、受
注者の発電事情等の変動等により、第7条の契約単価を変
更する必要が生じたときは、発注者と受注者とが協議の
上、これを改定することができる」と規定されている。
この「法令の改正」等に、一般送配電事業者の託送供給
等約款その他の約款等の変更が含まれない場合は、条文
中に明記されたい。

（電力需給契約書修正案）
　第10条　前条に規定するもののほか、契約後におい
て、法令の改正、一般送配電事業者の託送供給等約款そ
の他の約款等の変更、受注者の発電事情等の変動等によ
り、第7条の契約単価を変更する必要が生じたときは、発
注者と受注者とが協議の上、これを改定することができ
る。

【該当箇所】
　電力需給契約書-第10条

修正は認めません。当該事由が発生した場合は、電力
需給契約書（案）の条項に基づき協議します。

11

＜料金の支払いについて＞
　請求書の発行について、当社ではWEBサイトへの掲載に
よる電子発行（紙面での発行は行わない）としている
が、これで問題ないか。

【該当箇所】
　電力需給契約書-第11条

問題ありませんが、請求書は以下を確認できることが
必要です。
①請求者（住所、氏名（法人は法人名及び代表者の肩
書・氏名））②請求先（仙台市宛であることが確認で
きれば可）③請求の内容（件名）④請求金額（インボ
イス対応）⑤請求年月日 ⑥振込口座の情報

12

＜料金の支払いについて＞
　支払い方法について、当社では口座振替（振替日は毎
月27日，27日が金融機関非営業日の場合はその翌営業
日）としているが、これで問題ないか。

【該当箇所】
　電力需給契約書-第11条

口座振替の対応は致しかねます。請求書(電子でも可)
をお送りいただき、御社の指定口座へ振り込む対応は
可能です。



13

＜損害賠償について＞
　電力需給契約書（案）第17条（損害賠償）について、
以下の通り要望する。
　当社約款では、一般送配電事業者の託送供給等約款等
に基づく供給停止や、当社の責めによらない理由による
供給中止・制限等の場合には、当社は損害賠償責任を負
わない旨を明記している。

一方、貴契約書案第17条では、不可抗力による場合を除
き、停電等により発注者または第三者に損害が生じた場
合、受注者が損害賠償責任を負う内容となっている。し
かし、当社の責めによらない理由（例：一般送配電事業
者の供給停止、法令・約款等に基づく供給中止、保安上
の措置等）による停電・供給中止・制限等については、
当社は損害賠償責任を負わないことを明確にする必要が
ある。

ついては、下記の通り条文修正を要望する。

（電力需給契約書修正案）
　第17条　受注者は、次のいずれかに該当したときは、
その損害を賠償しなければならない。ただし、受注者の
責めによらない理由（一般送配電事業者の託送供給等約
款等に基づく供給停止、法令等に基づく供給中止・制
限、保安上必要な措置、その他当社の責めとならない事
由）による場合は、この限りでない。

【該当箇所】
　電力需給契約書-第17条

修正は認めません。原案においても受注者の責めに帰
すべき事由により生じた損害賠償責任を負う趣旨で規
定しております。

14

＜契約外の事項について＞
　電力需給契約書（案）第20条について、以下の通り条
文修正を要望する。

　本契約に定めのない事項については、原則として当社
の供給約款および一般送配電事業者等の託送供給等約款
等に基づき処理し、なお疑義が生じた場合には、発注者
及び受注者は誠意をもって協議し、その処理に当たるも
のとしたい。

（電力需給契約書修正案）
　第20条　本契約に定めのない事項については、当　社
の供給約款および一般送配電事業者等の託送供給等約款
等に基づき処理するものとし、なお疑義が生じた場合に
は、発注者及び受注者は誠意をもって協議し、その処理
に当たるものとする。

【該当箇所】
　電力需給契約書-第20条

修正は認めません。約款については入札説明書「18
契約条項」に記載のとおりです。

注１　この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にの

      み提出して下さい。

注２　提出期間を過ぎた場合は,受理しません。

注３　回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。


